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女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画 

 

男女ともに全社員が活躍でき、 仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行うため、

次のように行動計画を策定する。 

 

 

１．計画期間  ２０２２年４月１日 ～ ２０２７年３月３１日までの ５年間 

 

２．目標と取組内容・実施時期 

 

目標１（女性労働者に対する職業生活に関する目標） 

 

 

 

＜対策＞ 

 ●  ２０２２年１０月～ 製造部門の女性の応募を増やすため、学生向けパンフレッ

トの内容を見直し、改定する 

 ●  ２０２３年 ６月～ 女性が働きやすい服装・安全具等を導入する 

●  ２０２４年 ４月～ 女子学生を対象とした現場見学会を年１回以上開催する 

●  ２０２４年１０月～ 事務職に配置されている女性社員への製造部門への転換の

希望を把握する 

●  ２０２５年 １月～ 事務職から製造部門への転換希望者に対する研修を実施す

る（２０２５年４月転換予定） 

 

目標２（職業生活と家庭生活との両立に関する目標） 

（次世代育成支援対策推進法に基づく目標） 

 

 

 

 

 

 

＜対策＞ 

●  ２０２２年１０月～ 社員へのアンケート調査 

●  ２０２３年 ４月～ 男性も育児休業（出生時育児休業を含む）を取得できること

を周知するため、管理職を対象とした研修を実施し、対象社

員を把握した場合は制度の周知を行う 

●  ２０２４年 １月～ 育児休業（出生時育児休業を含む）取得率の確認、対策検討 

以降、毎年１月に育児休業（出生時育児休業を含む）取得率の確認、対策検討 

計画期間内に、育児休業（出生時育児休業を含む）の取得率等を次の水準以上にする。 

男性社員・・・計画期間中に 1名以上の取得を目指す 

女性社員・・・取得率１００％を継続する。 

製造部門の女性社員を５％以上増やす。 



目標３（次世代育成支援対策推進法に基づく目標） 

 

 

 

 

＜対策＞ 

●  ２０２２年 ４月～ 調査開始（ ４月付与者基準年度） 

●  ２０２２年１０月～ 調査開始（１０月付与者基準年度） 

●  ２０２３年 ４月～ 基準年度の実績確認（ ４月付与者基準年度） 

●  ２０２３年１０月～ 基準年度の実績確認（１０月付与者基準年度） 

以降、毎年４月及び１０月に基準年度との実績差の確認、対策検討 

計画期間内における個人ごとの年次有給休暇の取得日数を基準年度よりも 1 日以上多

く取得できるようにする。 


